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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月31日(2014.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その必要がある患者の歯科疾患、障害または損傷を予防し、回復させ、改善し、または
治療するための方法において使用するための医薬組成物であって、胚外サイトカイン分泌
(ECS)細胞、それに由来するならし培地、それに由来する細胞溶解物、それに由来する細
胞産物、および生理的サイトカイン溶液(PCS)からなる群から選択される1種以上の組成物
の治療上有効量を含み、該方法が、該医薬組成物を該患者に投与するステップを含む、前
記医薬組成物。
【請求項２】
　歯科疾患が歯肉炎および歯周炎からなる群から選択される、請求項１の医薬組成物。
【請求項３】
　ECS細胞が羊膜由来多能性前駆(AMP)細胞である、請求項１の医薬組成物。
【請求項４】
　ならし培地が羊膜由来細胞性サイトカイン溶液(ACCS)またはプールされたACCSである、
請求項１の医薬組成物。
【請求項５】
　PCSが持続放出用に製剤化されている、請求項１の医薬組成物。
【請求項６】
　ACCSまたはプールされたACCSが持続放出用に製剤化されている、請求項４の医薬組成物
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【請求項７】
　ECS細胞、それに由来するならし培地、それに由来する細胞溶解物、またはそれに由来
する細胞産物を含む前記医薬組成物を、他の物質または治療法と組み合わせて投与する、
請求項１の医薬組成物。
【請求項８】
　他の物質が活性物質である、請求項７の医薬組成物。
【請求項９】
　活性物質が、成長因子、サイトカイン、インヒビター、免疫抑制剤、ステロイド、ケモ
カイン、抗体、抗生物質、抗真菌剤、抗ウイルス剤、マイトマイシンC、および他の細胞
タイプからなる群から選択される、請求項８の医薬組成物。
【請求項１０】
　他の治療法が非外科的および外科的治療法からなる群から選択される、請求項７の医薬
組成物。
【請求項１１】
　非外科的治療法が、専門的歯科クリーニング、スケーリングおよびルートプレーニング
からなる群から選択される、請求項１０の医薬組成物。
【請求項１２】
　外科的治療法が、フラップ手術/ポケット縮小手術、骨移植、組織工学、軟組織移植、
組織再生誘導法、および骨の外科手術からなる群から選択される、請求項１０の医薬組成
物。
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